
様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20190 0 1 0 7 8

件 名 等 南相馬市子育て応援Ｗｅｂサイトシステム借上げ

契 履行場所 南相馬市原町区本町二丁目２７番地

種 類 賃貸借
約

南相馬市子育て応援Ｗｅｂサイトシステムのシステムを賃貸借及び

保守管理することにより、長期的に安定的運用を図る。
内

概 要
容

パーソルテンプスタッフカメイ株式会社　いわきオフィス
名 称

相

手 代 表 者 マネージャー　鈴木　信二

方 福島県　いわき市　平字大町７番地２
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該サイトは平成２７年３月に開設したもので、行政の情報に加え、登録団体による情報がＩＤとパスワード

で迅速に掲載できるシステムを有している。このシステムは旭化成株式会社が開発した「元気３６５システム」

でパーソルワークスデザイン株式会社（パーソルテンプスタッフカメイ株式会社の制作部門）専用に作られたも
随

のであり、指名入札登録業者に同様のシステムを導入できるところがない。閲覧数は毎年伸長し、子育て中の市

民に広く利用されている。本市の取り組みを熟知し、上記のシステムを有するのは、構築した当該業者しかいな意
いため、随意契約とする。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　こども未来部こども家庭課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20190 0 1 0 8 4

件 名 等 小学校デジタル教科書指導用資料購入（原二小　外７校）

契 履行場所 教育委員会教育委員会事務局学校教育課

種 類 物品
約

　令和２年度から小学校の教科書が改訂となったことから、指導用資料としてデジタル教科書（国語・算数・理

科・社会）を購入する。
内

 （原町第二小学校、原町第三小学校、大甕小学校、太田小学校、鹿島小学校、八沢小学校、上真野小学校、小

高小学校）
概 要

容

株式会社広文堂　南相馬出張所
名 称

相

手 代 表 者 所長　北村　定男

方 南相馬市　原町区旭町二丁目４８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　デジタル教科書等指導資料については、都道府県におおむね１ケ所ある教科書供給会社から受持ち学校を指定

された書店でしか一定期間購入できず、かつ定価販売である。令和２年４月からの利用開始が可能であるのは教

科書取扱書店に選定されている当該業者のみであることから随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局学校教育課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20190 0 1 0 8 5

件 名 等 小学校デジタル教科書指導用資料購入（原一小　外３校）

契 履行場所 教育委員会教育委員会事務局学校教育課

種 類 物品
約

　令和２年度から小学校の教科書が改訂となったことから、指導用資料としてデジタル教科書（国語・算数・理

科・社会）を購入する。
内

 （原町第一小学校、高平小学校、石神第一小学校、石神第二小学校）

概 要
容

合資会社　叶屋
名 称

相

手 代 表 者 代表社員　佐藤　篤行

方 南相馬市　原町区本町二丁目１０２番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　デジタル教科書等指導資料については、都道府県におおむね１ケ所ある教科書供給会社から受持ち学校を指定

された書店でしか一定期間購入できず、かつ定価販売である。令和２年４月からの利用開始が可能であるのは教

科書取扱書店に選定されている当該業者のみであることから随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局学校教育課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030


